
第
四
 
厚
生
労
働
省
関
係
 
（
第
四
章
関
係
）
 
 
 

三
 
老
人
福
祉
法
の
一
部
改
正
 
（
第
十
五
条
関
係
）
 
 

1
 
都
道
府
県
は
、
養
護
老
人
ホ
ー
ム
及
び
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
つ
い
て
、
条
例
で
基
準
を
定
め
 
 

る
も
の
と
す
る
こ
と
。
 
 

2
 
1
の
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
イ
～
ハ
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
従
 
 

い
定
め
る
も
の
と
し
、
ニ
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
を
標
準
と
し
て
定
め
る
も
の
 
 

と
し
、
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
を
参
酌
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
 
 

イ
 
養
護
老
人
ホ
ー
ム
及
び
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
配
置
す
る
職
員
及
び
そ
の
員
数
 
 

口
 
車
譲
老
人
ホ
ー
ム
及
び
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
係
る
居
室
の
床
面
積
 
 

ハ
 
養
護
老
人
ホ
ー
ム
及
び
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
運
営
に
関
す
る
事
項
で
あ
っ
て
、
入
所
す
る
老
人
の
適
切
な
処
 
 

遇
及
び
安
全
の
確
保
並
び
に
秘
密
の
保
持
に
密
接
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
 
 

こ
 
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
入
所
定
員
 
 
 

六
 
介
護
保
険
法
の
一
部
改
正
 
（
第
十
八
条
関
係
）
 
 

1
 
基
準
該
当
居
宅
サ
ー
・
ビ
ス
 
 

切
な
利
用
、
適
切
な
処
遇
及
び
安
全
の
確
保
並
び
に
秘
密
の
保
持
等
に
密
接
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
 
 

省
令
で
定
め
る
も
の
 
 

こ
 
基
準
該
当
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
利
用
定
員
 
 

（
 
 

2
 
基
準
該
当
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
 
 
 

イ
 
都
道
府
県
は
、
基
準
該
当
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す
る
従
業
者
等
の
基
準
並
び
に
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
 
 

基
準
を
条
例
で
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
 
 
 

ロ
 
イ
の
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
イ
～
ハ
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
 
 

（
（
 
 

従
い
定
め
る
も
の
と
し
、
ニ
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
を
標
準
と
し
て
定
め
る
 
 
 

地
域
主
権
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
案
要
綱
 
（
抄
）
 
 

イ
 
都
道
府
県
は
、
基
準
該
当
居
宅
．
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す
る
従
業
者
等
の
基
準
並
び
に
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
 
 
 

を
条
例
で
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
 
 

1
一
ヽ
、
一
J
 
 

ロ
 
イ
の
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
イ
～
ハ
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
 
 

．
．
＼
一
l
～
 
 
 

従
い
定
め
る
も
の
と
し
、
ニ
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
を
標
準
と
し
て
定
め
る
 
 
 

も
の
と
し
、
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
を
参
酌
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
 
 

（ハ）（ロ）（イ）  

基
準
該
当
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す
る
従
業
者
に
係
る
基
準
及
び
当
該
従
業
者
の
員
数
 
 

基
準
該
当
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
居
室
の
床
面
積
 
 

基
準
該
当
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
運
営
に
関
す
る
事
項
で
あ
っ
て
、
利
用
す
る
要
介
護
者
の
サ
ー
ビ
ス
の
適
 
 



「
■
●
■
．
．
－
 
一
 
 
 

の
適
切
な
利
用
、
適
切
な
処
遇
及
び
安
全
の
確
保
並
び
に
秘
密
の
保
持
等
に
密
接
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
 
 

労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
 
 
 

こ
 
基
準
該
当
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
利
用
定
見
 
 

（
 
 
 

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
 
 

イ
 
都
道
府
県
は
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す
る
従
業
者
等
の
基
準
並
び
に
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
条
 
 
 

例
で
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
 
 

～
－
′
ヽ
）
 
 

ロ
 
イ
の
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
イ
～
ハ
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
 
 

し
・
し
 
 
 

従
い
定
め
る
も
の
と
し
、
ニ
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
を
標
準
と
し
て
定
め
る
 
 
 

も
の
と
し
、
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
を
参
酌
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
 
 

利
用
、
適
切
な
処
遇
及
び
安
全
の
確
保
並
び
に
秘
密
の
保
持
等
に
密
接
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
 
 

で
定
め
る
も
の
 
 

こ
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
利
用
定
員
 
 

′
l
 
 
 

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
 
 

イ
 
市
町
村
は
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す
る
従
業
者
等
の
基
準
並
び
に
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
 
 

を
条
例
で
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
 
 

ロ
 
イ
の
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
イ
～
ニ
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
 
 

（
（
 
 
 

従
い
定
め
る
も
の
と
し
、
ホ
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
を
標
準
と
し
て
定
め
る
 
 
 

も
の
と
し
、
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
を
参
酌
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
 
 

（ハ）（ロ）（イ）  も
の
と
し
、
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
を
参
酌
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
 
 
 

（ハ）（ロ）（イ）  （ニ）（ハ）（ロ）（イ）   

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す
る
従
業
者
に
係
る
基
準
及
び
当
該
従
業
者
の
員
数
 
 

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
居
室
の
床
面
積
 
 
 

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
及
び
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
事
業
に
係
る
利
用
定
員
 
 
 

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
運
営
に
関
す
る
事
項
で
あ
っ
て
、
利
用
又
は
入
所
す
る
要
介
護
者
の
サ
 
 

ー
ビ
ス
の
適
切
な
利
用
、
適
切
な
処
遇
及
び
安
全
の
確
保
並
び
に
秘
密
の
保
持
等
に
密
接
に
関
連
す
る
も
の
と
し
 
 

て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
 
 
 

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
 
（
第
三
号
に
規
定
す
る
事
業
を
除
く
。
）
 
に
係
る
利
用
定
員
 
 
 

基
準
該
当
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す
る
従
業
者
に
係
る
基
準
及
び
当
該
従
業
者
の
員
数
 
 

基
準
該
当
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
居
室
の
床
面
積
 
 

基
準
該
当
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
運
営
に
関
す
る
事
項
で
あ
っ
て
、
利
用
す
る
要
支
援
者
の
サ
ー
ビ
ス
 
 

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す
る
従
業
者
に
係
る
基
準
及
び
当
該
従
業
者
の
員
数
 
 

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
居
室
、
療
養
室
及
び
病
室
の
床
面
積
 
 

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
運
営
に
関
す
る
事
項
で
あ
っ
て
、
利
用
す
る
要
介
護
者
の
サ
ー
ビ
ス
の
適
切
な
 
 

転
 
 



5
 
 
 

6
 
 

7
 
 

8
 
 

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
 
 

イ
 
都
道
府
県
は
、
指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す
る
従
業
者
等
の
基
準
並
び
に
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
 
 
 

の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
条
例
で
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
 
 

ロ
 
イ
の
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
イ
～
ハ
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
 
 
 

従
い
定
め
る
も
の
と
し
、
そ
の
他
に
つ
い
て
は
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
を
参
酌
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
 
 

用
、
適
切
な
処
遇
及
び
安
全
の
確
保
並
び
に
秘
密
の
保
持
に
密
接
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
 
 

め
る
も
の
 
 

介
護
老
人
保
健
施
設
 
 

イ
 
都
道
府
県
は
、
介
護
支
援
専
門
員
及
び
介
護
そ
の
他
の
業
務
に
従
事
す
る
従
業
者
等
の
基
準
並
び
に
介
護
老
人
保
 
 
 

健
施
設
の
設
傭
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
条
例
で
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
 
 
 

ロ
 
イ
の
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
 
 

に
従
い
定
め
る
も
の
と
し
、
そ
の
他
に
つ
い
て
は
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
を
参
酌
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
 
 
 

H
 
介
護
支
援
専
門
員
及
び
介
護
そ
の
他
の
業
務
に
従
事
す
る
従
業
者
並
び
に
そ
れ
ら
の
員
数
 
 

適
切
な
処
遇
及
び
安
全
の
確
保
並
び
に
秘
密
の
保
持
に
密
接
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
 
 

も
の
 
 

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
 
 

イ
 
都
道
府
県
は
、
指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す
る
従
業
者
等
の
基
準
並
び
に
指
定
介
護
療
養
施
設
の
設
 
 
 

備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
条
例
で
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
 
 

1
1
．
1
1
■
 
 

ロ
 
イ
の
条
例
を
定
め
る
ノ
に
当
た
っ
て
は
、
イ
～
ハ
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
 
 

一
し
＼
 
 
 

従
い
定
め
る
も
の
と
し
、
そ
の
他
に
つ
い
て
は
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
を
参
酌
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
 
 

利
用
、
適
切
な
処
遇
及
び
安
全
の
確
保
並
び
に
秘
密
の
保
持
に
密
接
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
 
 

定
め
る
も
の
 
 

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
 
 

イ
 
都
道
府
県
は
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す
る
従
業
者
等
の
基
準
並
び
に
設
備
及
び
運
営
に
蘭
す
る
基
準
 
 
 

を
条
例
で
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
 
 
 

（ハ）（ロ）（イ）  ロ
 
 

（ハ）（ロ）（イ）  

指
定
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す
る
従
業
者
及
び
そ
の
員
数
 
 

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
係
る
居
室
の
床
面
積
 
 

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
運
営
に
関
す
る
事
項
で
あ
っ
て
、
入
所
す
る
要
介
護
者
の
サ
ー
ビ
ス
の
適
切
な
利
 
 

介
護
老
人
保
健
施
設
の
運
営
に
関
す
る
事
項
で
あ
っ
て
、
入
所
す
る
要
介
護
者
の
サ
ー
ビ
ス
の
適
切
な
利
用
、
 
 

指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す
る
従
業
者
及
び
そ
の
員
数
 
 

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
に
係
る
病
室
の
床
面
積
 
 

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
運
営
に
関
す
る
事
項
で
あ
っ
て
、
入
院
す
る
要
介
護
者
の
サ
ー
ビ
ス
の
適
切
な
 
 



声  

し  

第
九
 
そ
の
他
 
（
附
則
関
係
）
 
 

一
 
こ
の
法
律
は
次
に
掲
げ
る
事
項
を
除
き
、
公
布
の
白
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
 
 

1
 
辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総
合
整
備
の
た
め
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
等
 
公
布
の
 
 

日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
 
 

2
 
地
方
公
営
企
業
法
の
一
部
改
正
等
 
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
 
 

3
 
内
閣
府
設
置
法
の
一
部
改
正
等
 
公
布
の
白
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
 
 
 

か
ら
施
行
 
 
 

4
 
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
の
叫
部
改
正
 
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
白
文
は
地
方
自
 
 

0
 
 

1
 
 
 

治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
 
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
 
 

切
な
利
用
、
適
切
な
処
遇
及
び
安
全
の
確
保
並
び
に
秘
密
の
保
持
等
に
密
接
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
 
 

省
令
で
定
め
る
も
の
 
 

こ
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
利
用
定
員
 
 

（
 
 
 

指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
 
 

イ
 
市
町
村
は
、
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す
る
従
業
者
等
の
基
準
並
び
に
設
備
及
び
運
営
に
関
 
 
 

す
る
基
準
を
条
例
で
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
 
 

～
．
■
・
ヽ
－
－
－
 
 

ロ
 
イ
の
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
イ
～
ニ
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
 
 

（
（
 
 
 

従
い
定
め
る
も
の
と
し
、
ホ
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
を
標
準
と
し
て
定
め
る
 
 
 

も
の
と
し
、
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
を
参
酌
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
 
 
 

目
 
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す
る
従
業
者
に
係
る
基
準
及
び
当
該
従
業
者
の
員
数
 
 

l
・
－
イ
 
 

ロ
 
イ
の
条
例
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
イ
～
ハ
に
掲
げ
る
博
項
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
 
（
（
 
 
 

従
い
定
め
る
も
の
と
し
、
ニ
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
を
標
準
と
し
て
定
め
る
 
 
 

も
の
と
し
、
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
を
参
酌
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
 
 

（ハ）（ロ）（イ）  （ニ）（ハ）（ロ）  

ー
ビ
ス
の
適
切
な
利
用
、
適
切
な
処
遇
及
び
安
全
の
確
保
並
び
に
秘
密
の
保
持
に
密
接
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
 
 
 

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
 
 

ホ
 
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
 
（
第
三
号
に
規
定
す
る
事
業
を
除
く
。
）
 
に
係
る
利
用
定
員
 
 

（
 
 

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。
 
 

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
従
事
す
る
従
業
者
に
係
る
基
準
及
び
当
該
従
業
者
の
員
数
 
 

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
居
室
、
療
養
室
及
び
病
室
の
床
面
積
 
 

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
運
営
に
関
す
る
事
項
で
あ
っ
て
、
利
用
す
る
要
介
護
者
の
サ
ー
ビ
ス
の
適
 
 

指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
居
室
の
床
面
積
 
 

介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
及
び
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
の
事
業
に
係
る
利
用
定
員
 
 

指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
運
営
に
関
す
る
事
項
で
あ
っ
て
、
利
用
す
る
要
支
援
者
の
サ
 
 

号
）
 
の
施
行
の
日
の
翌
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
 
 
 



（
介
護
保
険
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）
 
 
 

第
六
条
 
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
介
護
保
険
法
 
（
次
項
及
び
附
則
第
四
十
三
条
に
お
い
て
 
「
新
介
護
保
険
法
」
 
と
 
 

い
う
。
）
 
第
七
十
四
条
第
三
項
、
第
七
十
八
条
の
週
第
三
項
、
第
八
十
八
条
第
三
項
、
第
九
十
七
条
第
四
項
、
第
百
十
条
第
三
項
、
第
百
十
五
 
 

条
の
四
第
三
項
及
び
第
百
十
五
条
の
十
四
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
十
八
条
の
規
定
の
施
行
 
 

の
目
前
に
お
い
て
も
社
会
保
簿
審
議
会
の
青
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

第
七
条
 
第
十
三
条
、
第
十
五
条
及
 
 

2
 
第
十
八
条
の
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
期
間
内
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
規
定
す
る
都
道
府
県
 
 

十 び 第  
七 附 十  
条 則 五  
第 第 条  
一   匹】 の  

項 十 規   一 ′・1・・■ 二 足  

条 に  
に  よ  
お  る  
い 改  
て  正  

略   
「 後    新 の  略    老 老  
人 人  
福 福  

祉 祉  
怯 法  

と 以  
い 下  
ワ  ニ   0  

の  
、J 表  
第 及  

貢†r  

老  
人  

福   祉  
法  
弟  
十  
七  

条  
う弔  

略   rぎ  略  

又
は
市
町
村
の
条
例
が
制
定
施
行
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
同
表
の
下
僕
に
掲
げ
る
規
定
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
当
該
 
 
 

都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
基
塗
と
み
な
す
。
 
 

省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
当
該
都
道
府
県
の
条
例
で
定
め
る
基
準
と
み
な
す
。
 
 

施
行
 
 
 

二
 
所
要
の
経
過
措
置
を
規
定
す
る
こ
と
。
 
 

げ
る
規
定
に
規
定
す
る
都
道
府
県
の
条
例
が
剥
定
竃
行
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
責
の
下
謂
に
掲
げ
る
規
定
に
規
定
す
る
厚
生
労
象
 
 

三
 
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。
 
 

四
 
政
府
は
、
第
一
の
三
の
規
定
の
施
行
後
三
年
以
内
に
、
地
域
主
権
改
革
の
進
捗
状
況
そ
の
他
経
済
社
会
情
勢
等
を
勘
案
 
 
 

し
、
地
域
主
権
改
革
を
更
に
進
め
る
観
点
か
ら
、
地
域
主
権
戦
略
会
議
の
所
掌
事
務
等
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
 
 
 

果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
 
 

五
 
政
府
は
、
第
四
の
一
等
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条
の
十
二
等
の
規
定
の
施
行
の
状
況
等
を
勘
案
し
、
 
 

（
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
宣
）
 
 

基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
 
 
 

こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
基
準
等
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
 
 

び
第
十
九
条
の
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
還
え
な
い
期
間
内
に
お
い
て
、
次
の
真
の
上
欄
に
掲
 
 




